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令和８年度穴水町職員採用候補者試験実施要領 

 

穴水町では、「穴水町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる、町民が安心して働き、希望に応じた結婚、出産、

子育てができる、活力あふれる地域社会の実現に向けた意欲のある職員を募集します。 

 

１ 区分、採用予定人員及び受験資格等 

試験区分 
採用予定 

人  員 
年齢要件 資格要件 

事務職Ａ 

（大学卒程度） 

若干名 

平成9年4月2日以降に生

まれた者 

大学を卒業した者又は令和 9年 3 月 31 日までに卒

業見込みの者 

事務職Ｂ 

（短大卒程度） 

短大を卒業した者又は令和 9年 3 月 31 日までに卒

業見込みの者（ただし、大学を卒業した者又は令和

8 年 3 月 31 日までに大学を卒業する見込みの者は

受験できません。） 

事務職Ｃ 

（高校卒程度） 

高校を卒業した者又は令和 9年 3 月 31 日までに卒

業見込みの者（ただし、大学又は短大を卒業した者

並びに令和 8年 3 月 31 日までに大学又は短大を卒

業する見込みの者は受験できません。） 

事務職Ｄ 

（保健師） 

保健師資格を有する者又は令和 9 年 3月 31日まで

に国家試験に合格見込みの者 

事務職Ｅ 

（情報技術職） 

 

昭和62年4月2日以降 

に生まれた者 

①又は②の要件を満たす者 

 

①大学、短大、専門学校の情報技術関連の専門課程

を卒業した者又は令和 9年 3月 31日までに大学、

短大、専門学校の情報技術関連の専門課程を卒業す

る見込みの者 

②高卒以上の学歴を有する者のうち、民間企業等に

おいて情報処理に関する職務経験年数（注 1）が 3

年以上ある者で、現に「ITパスポート試験」「基本

情報技術者試験」等の情報処理技術者試験に合格又

は compTIA認定資格を取得している者 

 

事務職Ｆ 

（土木技術職） 

昭和57年4月2日以降 

に生まれた者 

①又は②の要件を満たす者 

 

①大学、短大、高校の土木、建築の専門課程を卒業し

た者又は令和9年3月31日までに大学、短大、高校

の土木・建築の専門課程を卒業する見込みの者 

②高卒以上の学歴を有する者のうち、民間企業等にお

いて土木工事・建築工事の設計、施工管理等に携わっ

た職務経験年数（注1）が3年以上ある者 

事務職Ｇ 

（行政・土木職） 

①②のすべての要件を満たす者 

 

①国や地方公共団体で 5 年以上実務経験がある者

（注2） 

②採用予定日が国や地方公共団体を退職した日の

翌日から起算して10年以内である者 

（注1）「職務経験年数」について 

・週の正規勤務時間が30時間以上の職務経験に限ります。 

・６か月以上継続して就業した期間が該当します。 
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・職務経験が複数の事業所等にわたっている場合には、それらの期間を通算することができます。 

・最終合格決定後、職務経験年数確認のため職歴証明書を提出していただきます。 

（注2）「実務経験年数」について 

実務経験は、休職、停職及び育児休業その他の休業期間を除くほか、次の職員（国においては非常勤職員）とし

て勤務した経歴を除く。 

・地方公務員法第3条第3項の規定による特別職の職員 

・地方公務員法第22条の2の規程による会計年度任用職員 

・地方公務員法第22条の3第1項の規定による臨時的任用職員 

・地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定による任期付職員及び臨時的任用職員 

・地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条各項の規定による任期付職員 

◎次のいずれかに該当する者は受験できません。 

ア 日本の国籍を有しない者 

イ 地方公務員法第16条に規定する次の欠格条項に該当する者 

（ア）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

（イ）穴水町職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

（ウ）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

ウ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以外） 

 

２ 試験日、会場及び合格発表 

区 分 試験日 会場 合格発表 

第１次試験 令和8年9月20日（日） 
奥能登行政センター４階 

（輪島市三井町洲衛10部11番1） 
令和8年10月中旬 

第２次試験 
令和8年10月下旬 

※１次試験合格者に別途通知 

穴水町役場 

（穴水町字川島ラの174番地） 
令和8年11月上旬 

  ※試験区分「事務職Ｇ」の受験者は1次試験が免除になります。ただし、１次試験として職務経験により培った知識、

識見等に関する記述式（800字）による審査を行います。 

 

３ 試験の方法 

区分 試験種目 内   容 

第
１
次
試
験 

教 養 試 験 

（120分） 

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推理、数的推理及び資

料解釈に関し、公務員として必要な一般的知識及び能力について択一式による筆記

試験を行います。 

作 文 試 験 

（60分） 
課題に対する理解度、思考力及び文章による表現力について作文試験を行います。 

適 性 検 査 職務の遂行に必要な素質及び適性について検査を行います。 

 

区分 試験種目 内   容 

第
２
次
試
験 

第１次試験合格者に対して、次により行います。 

口述試

験 

個 別 

面 接 主として人物について、個別面接により試験を行います。 

なお、試験区分「事務職Ａ」、「事務職Ｂ」の受験者は集団討論面接も行います。 集 団 

討 論 

受 験 資 格 等 の 調 査 受験の資格の有無、申込書記載事項の真否等について調査を行います。 

※最終合格者は、第１次試験及び第２次試験の成績を総合して決定します。 
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４ 給与等の待遇 

(1)初 任 給 

試験職種 初 任 給 の 額 

事務職 
200,300円 216,500円 232,000円 

（高校卒） （短大卒） （大学卒） 

※この額は、令和８年４月１日現在における新規卒業者のものです。学校卒業後、職務経験など一定の経歴がある場

合は、所定の金額が加算されます。 

(2)昇  給  勤務成績の良好な人は、原則として１年に１回昇給します。 

(3)諸 手 当  期末手当、勤勉手当、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当等がそれぞれの条件に応じて支給されます。 

(4)勤務時間  原則として、午前８時３０分から午後５時１５分までとなります。 

(5)休  日  原則として、土曜日、日曜日、祝日法による休日及び年末年始が休みとなります。 

(6)休  暇  年次有給休暇（年間２０日、採用１年目は１５日）のほか、夏季、結婚、出産等の特別休暇があります。 

(7)福利厚生  健康の維持・増進のための各種健康診断、各種の給付・貸付事業などを行う共済制度及び互助会制度が

あります。 

 

５ 申込方法 

(1)申込書の請求 

受験申込書は、穴水町役場総務課において交付します。 

※郵送にて申込書を請求する場合は、封筒の表に「受験申込書請求」と明記し、返信先を明記したレターパックを同

封のうえ、請求してください。 

※受験申込書及び履歴書は、町のホームページからプリントアウトすることができますが、履歴書は必ず両面印刷を

して使用してください。 

(2)申込書類の提出 

下記必要書類等を揃え、封筒の表に「令和８年度受験申込書類」と朱書きの上、穴水町役場総務課まで簡易書留等の

配達記録の残る方法で郵便もしくは信書便により送付又は持参してください。 

普通郵便等で送付した場合の事故については責任を負いませんのでご了承ください。 

①申込書 

②履歴書 

③最終学校卒業証明書（卒業見込証明書）（※開封したものは無効となります） 

④最終学校成績証明書（※開封したものは無効となります） 

⑤資格取得を証明するものの写し（※試験区分「事務職Ｅ」の受験申込者） 

⑥返信用封筒（返信先を明記した封筒（長形３号 12㎝×23.5cm程度）） 

 

６ 受付期間 

令和８年６月２２日（月）から令和８年８月１４日（金）まで 

(1)窓口受付は、平日の午前９時から午後５時まで行います。 

（土曜日、日曜日及び祝祭日は受付を行いませんのでご注意ください。） 

(2)郵送の場合は、令和８年８月１４日（金）必着までのものについて受付します。 

 

７ 合格者の採用時期 

   令和９年４月１日採用予定 

 

８ 問い合わせ先 

穴水町役場 総務課職員係  ℡（０７６８）５２－３６００ 

〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの１７４番地 


